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ひとこと

第47号の発刊に当たって

　今号から、『世界の児童と母性』誌の編集委員長を担当することとな

った。業界誌を除けば要保護児童・家庭の福祉に関する解説（考察）

実践・情報誌が少ないなかにあって、本誌は、一定のレベルを保ちつつ、

横断的で新鮮な論議を提供する数少ない場として機能してきた。要保護

児童・家庭の福祉に頑固にこだわる資生堂社会福祉事業財団の意気込み

に、あらためて敬意を表したい。

　第47号は、現在、大きな社会問題となっている「子ども虐待と心のケ

ア」を取り上げている。児童相談所による子ども虐待の認定件数が増力口

し続けている。周囲の理解の広がりにともなう通告の増加、児童相談所

による認定の増加等による影響もあろうが、一方で、裾野の広がりも無

視できない。関係者の関心、危機意識も高い。平成12年度の政府予算要

求をみても、新たな子ども虐待防止関係事業が展開されようとしている。

　子ども虐待に基づく親子の「心のケア」は、その数が多いから問題な

のではない。その影響が深刻だから、問題なのである。たとえ、ひとり

の親の叫びであっても、ひとりの子どものSOS信号であっても、われ

われは、手を差し伸べていかねばならないし、また、児童福祉実践家や

研究者は、子ども虐待が社会問題化する以前から、こうした親子のため

の「心のケア」に努めてきた。本誌は、その成果のうえに成り立ってい
る。

　児童福祉臨床実践は、子育てという営みがそうであるように、まさし

く生活に根ざした地道な日常の積み重ねである。制度・政策実践も、資

料の収集や費用の積み上げなど地道な一つひとつの行為の集積からな

る。そして、そのなかに、専門職でなければできない営みが隠されてい

る。教育・研究実践も同じである。

　本誌が、要保護児童・家庭福祉に関する最新の知見を紹介しつつも、

こうした地道だが貴重な実践をも浮かび上がらぜ、地に足のついた議論

の場として機能し続けることを願っている。　　編集委員長・柏女霊峰
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特 集
子ども虐待と心のケア

　　　　　　　　　　むら　せ　　か　　よ　　こ

大政学燗馴搬村瀬嘉代子

　はじめに

　虐待され、心傷ついた子どもたちに出会って、わ

れわれはそのj：に寄り添い、その子の気持ちを汲み

取り、その傷の痛みを少しでも和らげ、癒したいと

思う。だが、それはなかなかにむずかしい。心とい

うものは、「これだ」とはっきり手にとって触知で

きるものでも目に見えるものでもなく、言葉にしつ

くせない領域を多く含んでいるからである。その

一ヒ、仮に言葉や行動に表されても、心傷ついて不信

感の強い人のそれは、必ずしも心の内を的確に表し

てはいない。ときとして、その言動はその人の心の

内とは全く裏腹な表現であったりする。さらに心の

傷が深い人は自分の心の内を他者に伝えることに絶

望し、表現しない、否、表現できない場合が多い。

そうした虐待された子どもの「こころ」に添うため

にはどういう留意が必要なのであろうか。

　見えない心のことばと声なき声に聴きいる

　家庭内での虐待は見えがたく、暴力を加えている

当’罫者は率直にその事実を認めないことが多い。さ

らに被害に遭っている子ども自身も、置かれた・苦境

を他人には容易には話さないことが多い，，これは、

親を庇う気持ち、虐められても、いや虐められ拒否

されるからこそ一層、親に受け容れられるには背い

てはいけない、事実を話すことは親を裏切ることで

はないか、あるいは親に虐められているという惨め

な状況を事実として認めるのは辛い、虐められるの

は自分が悪い子ども、価値のない子どもだからでは

ないか、などと複雑な葛藤を抱いているからであろ

う。したがって、虐待の事実を発見するのは容易で

はない。

　今　［1］では、児蛍虐待は次の4型に分類されてい

る。①身体的虐待：外傷の残る暴行、あるいは生命

に危険のある暴行（打撲傷、皮下出lf［L、骨折、火傷、

頭部損傷、布団蒸し、食事をF）一・えない、部屋に拘禁

する、等）②保護の怠慢ないし拒否〔ネグレクト）：

衣食住や清潔さについて子どもの健康を損なう放置

（栄養不良、極端な不潔による病気の発生、学齢に

達しても就学や登校をさせない、等）③性的虐待：

親による近親姦、親に代わる保護者の性的暴行　④

心理的虐待：以上の（D（2k）を含まない重大な心理的

外傷を与えると思われる行為。

　これまで、虐待は身体的虐待やネグレクトのよう

に、外から見えやすく、生命の危険があるものにま

ず注意が向けられてきたが、近年になって、かたち

に見えにくい心理的虐待が外から見えやすい虐待に

劣らず、子どもの人格成長に深刻な影響を及ぼすこ

とが明らかになってきた。一・見外からは見えにく

い、しかし本人にとっては圧倒的な外傷体験を持つ

と、人は自分の体験をコントロールできない、とい

う無力感に襲われる。この過激な経験を癒されぬま

まに時が過ぎると、通常の心の働きや感性がねじ川
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げられ、心の傷痕となり、長じて人格ヒの問題をき

たすこともある。そしてその解決には、きわめて長

期にわたる諦めることのない心理的援助が必要とさ

れるのである。この、かたちとして見えにくいが、

実は後遺症の大きい心理的虐待についての理解をい

かに確かに持つかが、援助者にとってのノくきな課題

のひとつであろう．，われわれは、見えない心をみる

眼差しと、声なき声に聴きいる耳を持たねばならな

い，〕

　心の成り立ちとその傷つき

　人間は乳児期に基本的な信頼感を獲得し、それが

長期に保たれると、常に敵から身を守ることにエネ

ルギーを消耗する必要なく、人間性を豊かに発展さ

せることができる。f・どもは安全に保護され、．卜分

な愛情を注がれる関係を、養育者はじめ他者と形成

しながら発達していくことが保証されなければなら

ないのである。ところが被虐待児の多くは発達過程

において次のような経験（①人問への信頼感を裏切

られる。②情緒的かかわりθ）不足あるいは欠如。③

その子の受け入れられる限度を超えた刺激にさらさ

れる。④不安定な関係。⑤♪勘による解決、抑圧。

⑥lll：代間の境界の欠落や親r一の立場の逆転など、必

要な保護的構造の欠如。）をしており、人間性を成

長発展させる基本的な環境が保剤1されていないe

　このような環境下’に置かれていた．f・どもは、次の

よう抽榊発達ヒの問題を現しやすい。①自分を信

じられない（自分は取り柄のない子だから虐められ

るのだろう）。他者をも信じられない（自分を大切

に思ってくれる人などいるはずはない）。②養育者

との波長の合った情緒体験の乏しい被虐待児は、ド1

己抑制力が弱く、衝動のコントロールが拙い。③体

験をlil分から切り離しがちであり、体験の意味を受

けとめて考える姿勢が乏しい，，④相千と関係を結び
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たいと思っているのに、相手を怒らせるような行為

に出る，、（この場合も心の底ではかかわりがなくな

るより、相手が怒っても関係がある方がよい、とい

う無意識的願いが働いている場合が多い）⑤坪手を

する親の中には、気分の変動激しくr・どもを猫かわ

いがりし、・一転、激しく怒り虐める人がある。了・ど

もは優しい親と怖い親を別の人のように認知した

り、町愛がられる自分と怒られる日分とを］人の人

として捉えられず、人格の乖離状態をきたすことも

あり、これが高じると多重人格となる場合もある。

　このように虐待される環境・ドに置かれると、自己

評fll11の低ドと対’人関係の問題を引き起こす。発達課

題につまずき、自分の心の内にも外にも拠りどころ

となる対象を持たない子どもたちは、白分を見失い、

将来への見通しも持つことができず、成長を拒否し

たり退行したりする。彼らの反社会的行動やさまざ

まな非社会的行動は言葉にならない救いを求めるサ

インである。この場合、どの時期にどのような心の

痛手を受けたのか、その傷ついたあるいは満たされ

なかった時期に立ち返って心の傷を癒し、精神的育

ち直りの旅をすることがぜひとも必要なのであるtt

　被虐待児の治療の特質

　被虐待児の治療に関しては、一・般の臨床における

治療的アプローチに比較して、次のような特質があ

る。①本人や家族が自ら治療を求めて来談すること

は少なく、治療意欲が乏しい，、②虐待を行っている

家族は、子どもの治療に非1筋力的なことが多い。③

転居や施設からの引き取りによる突然の治療中断が

生じゃすい。④司法、福制：、医療、教育などの関係

機関の間の連携、機関内のさまざまなチームワーク

を適切に取らねばならない。⑤’r一どもに対する治療

やケアのみでは1’分ではなく、親への援助が必要で

ある，、
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　また治療目標としては、①基本的信頼感を取り戻

させ、対人関係と共感性を改善する。②心的外傷の

癒し③暴力や性的かかわりからは保護され、自分は

受け容れられ愛されているという自己評価の獲得。

④怒りを始め、感情の適切な表現法を学んで、虐待

を招きゃすいような行動を減少させる、などである。

　さらに治療的アプローチの過程での留意点を挙げ

る。まず第1に、被虐待児に安堵感を贈るには、問

題行動への注目ばかりでなく、潜んでいる1り’能性へ

a’N］する眼差し、症状や問題行動は子どもの助けて

ほしいというサインであるという認識、基本的信頼

感を損ない、自己表現をしない子どもであっても、

心の底には相応の力を発揮して人に認められ、分か

ち合いたい、という願いが息づいているのだ、とい

う子どもへの信頼感を持つことである。第2には、

的確で細やかな観察11艮を働かせることである。ほん

の些細な変化であれ、良い点は必ず認めること。た

だ自分は悪い子、価値のない子というアイデンティ

ティを持っている場合、自分を認め受け容れてもら

う、という経験に戸惑い、治療者を試すような反抗

的な反応が返ってくる場合が多く、子どもの言動の

背後にあるものを汲み取らねばならない。第3に、

治療者にとってむずかしい局面は、被虐待児にかか

わっている過程で「この子どもと本当に確かに通じ

合えた、信頼関係ができた…」という手応えが持ち

にくいことである。あるときは、親しげにべたっと

近寄り、心を許したかに見えるのに、ありのままに

素直に事実を認めようとしない、あるいは自分の非

を少しでも注意されると、一’転して興奮し反抗的に

なったり、といった感情の変動が絶えず繰り返さ

れ、治療者は疲労閣懲してしまう。どのあたりにこ

の了どもの真意があるのか、分かりかねて戸惑うう

ちに、つい子どもから挑発されて感情的に振る舞っ

てしまう。そこで容易なことでは人を信頼できなか
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った子どもの方では、「やはり…。人に心を許すも

のではない…。」と関係に亀裂が入ることになる。

　治療者のうちに生じる名状しがたい不安、無力

感、自信喪失感など、これらこそ、被虐待児がII墜待

される過程で常に経験してきたものであり、彼らは

その経験の一端を治療者に文字どおり追体験して分

かってほしいのである。

　機関内のチームワーク及び他職種との連携

　一・方、多くの場合、虐待への治療的アプローチに

際して、機関内でのチームワーク及び他職種との連

携が必要になってくる。被虐待児の治療者は、子ど

もや親とどうかかわるかという他に、子どもを取り

巻くさまざまな人々とチームワークを行う術を会得

しなければならない。

　ここで大切なことは、特定の心理而接やプレイセ

ラビーの場面で治療を行うと考えるよりは、例えば

施設での生活のすべてが子どもを癒し、生きる希望

と勇気を喚起するのだ、という認識をケアにかかわ

る専門家ばかりでなく、調理や営繕の人々を含むス

タッフ全貝が共有することである。そして子どもの

人格を認め、子どもの潜在可能性を伸ばしてゆこう

と願う共通意識を抱いて、それに根ざしたチームワ

ー クを行ってゆく姿勢が求められる。

　他職種との連携をうまく進めてゆくには、①他の

領域の視点や技法を良く知るように努め、基本的に

尊重する。②白分の職責は自覚し果たす努力はする

が、うまくことが運んだ場合は、相手や他者のおか

げと考える。逆にはかばかしくない、結果が得られ

なかった場合はその責を相手の非に帰するより自分

の斑任だと考えるくらいのゆとりを持つことと貴任

性の自覚。③治療チームの中で鯉齢が生じかける場

合には「自分たちは子どもの利益のために、子ども

の権利のために行動している」という原点を想起し



て協調に努める、などの留意が必．要であろう，ト

親へのアプローチ

　さて忘れてはならないのが、∬匡待をする．親へのア

プローチであろう。児竜虐待にかかわるわれわれ

は、H前の．∫・どもの痛ましい様、虐待されて育った

r・どもたちの多くが示す人を容易に信じない行動に

川会うと、っい心の’｝z静さを失い、ややもするとそ

うした事態を引き起こした原因としての親を糾弾

し、批判する気持ちに走りがちである，，しかし、被

害者、加害者を性急に特定することより、被虐待児

に対してはもちろんのこと、虐待行為に走らざるを

えなかった親の．’∬情をも、さらには親子を収り巻く

社会背景をも理解しようとする、物事を全体的に捉

える視点が根底に望まれる［

　ここで人切なのは、親自身が抱える生きるうえで

の不遇な要因に思いをいたし、虐待の行為自体は問

題として対処するが、それをせざるをえない親の心

の傷、困惑、混乱などを汲み取り、親の人格、存在

rl体を否定したり、．－Ji的な批判を加えるという姿

勢に陥らないようにすることである、、激しい虐待行

為をする親でも、ほとんどの場合といっても過i．’i’で

はないくらい、その傷だらけの侍むもののない内心

の底に、かすかな後ろめたさ、そのようにしか振る

舞えぬ、真の意味で自信の持てない白分に心許なさ

を抱いているのである，、

　虐待をわが了・に加えている親「1身が、かつて虐待

された深い心の傷をもつ人である場合が多く、状況

を甲，純に加害．9’、被川者と決めつけてしまうと、こ

うした親はいっそう態度を硬化させやすく、事態の

解決をむずかしくしがちである、、全体状況を捉える

眼差し、そこに登場する　・人ひとりの人の行為の必

然性をわかろうとする（許容するということではな

い）姿勢が求められる。

世界の児吊．と母性

　問われる援助者の器

　虐待を受けた子どもにその経験を表現させ、治療

者とその辛さを分かち合って過去の記憶として整理

し、自分でコントロールできるようになることが、

外傷体験への対応の基本とされている。しかし、こ

こで留意しなくてはならないのは、治療者がそれを

表現させようと焦ったり、主導的に振る舞わないよ

うにすることである、、というのは、トラウマを想起

し、それを過去のこととして受けILめられるように

なるのは、治療者との真の信頼関係に．支えられて、

それに直而1できる強さとゆとりが子どもに育プ）てき

て、初めてn∫能になるからであるuトラウマを表現

し乗’り越えるためには、川分は今ではかけがえのな

い、他者から受容された存在である、とr・どもが実感

し始めることが必要なのである。J’・どもの心の傷を

そっと包み時熟を待つ姿勢が、治療者には望まれる。

　．r一どもがトラウマを表現するとき、ときにその内

容のすさまじさに治療者白身が圧倒さ才t、いたたま

れないような気持ちに襲われることもあろうが、自

分を、フニて直し、了一どもの痛みをそっと分かち合う心

持ちで、それでもその経験の中からその∫・が今日ま

で生き延びてきたこと、人閻の牛きる力に対して畏

敬の念といとおしさを感じて傍らにそっといること

である。そしてそのような仕打ちを受けたのは、「決

して悪いJ：であったからではないこと」をきっぱり

伝えることである，、

　深く傷ついた被虐待児にかかわっていると、治療

者は自分の内面に未解決のまま持ち越しているさま

ざまな課題を刺激され、自ずと自分自身を見つめる

ことを余儀なくさせられることも少なくない，われ

われ援助者は、常に自分の器の質を問われているの

である。了どもとともに治療者も常に自うトを省みつ

つ、今「1これからのよりよい生き万を模索してゆ

く、それが．r・どもと治療者を繋ぐ要凶であろう、，



被虐待児の行動の特徴と
臨床的意味

集
子ども虐待と心のケア

篇羅雀児医・…一保醗・部・錨眞融

　1．はじめに

　虐待を受けた了・どもの行動にはさまざまな特徴が

ある．、表1にそれぞれの形の虐待に起きやすい行動

の問題を示す。しかし、その状況によって示す行動

は異なるし、虐待以外の理巾で同様の行動の問題を

持ってくる了・どももいる、、従って、ある行動だけを

捉えて、虐待を証明することはできないロ虐待を・

まとめにして、それと予どもの行動を結びつけるの

ではなく、虐待によって生じるいくつかの心理発遥

の歪みについて理解しておく必要がある．．それによ

って、一見異なる行動も同じルーツから出てきてい

ることが理解できるであろうし、　’見同じ行動であ

っても、ちょっとした迫いやその他の行動を合わせ

て考えることによって、その11f景の違いが見えてく

ることがある。それらの違いによって、対応の仕方

も異なってくる。被虐待児と接するには、虐待を受

けたj二どもの心理的メカニズムを頭に入れたうえ

で、子ども一人ひとりと向き合い、共感的に理解す

る努力を積み碇ねなければならない。ここでは虐待

を受けたfどもの行動特徴を理解するために、その

心埋メカニズムをf莫倣による問題、愛着の問題、ト

ラウマの開題に分けて諭じる。

　2．模倣による問題

　∫・どもは模倣することで発達していく。従って虐

待を受けたT・どもは虐待をする親をモデルとする。

強いものが弱いものへ暴力を振るうのは当然とみな
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され、子どもは弱いものに対しては親と同じように

tw）Jを振るう。強さへの価値を取り込んだr・どもは

母親に対して父親のまねで暴力を振るうこともある。

　3．愛着の問題

　1）情緒的ニード：人問は止まれてすぐには自分

で生きる力を持たない。主たる養育者（以後“親“

で代用｝が子どもの要求をうまく受け止ゼ）て必要な

ものを与えていく。必要なものには栄養や清潔や適

度の温度などの物埋的環境の他に、r’どもの状態に

合わせて微笑みかける、話し掛ける、揺する等の情

緒的環境も含まれるaこの情緒11勺環境とは親子の関

係性であり、子どもと同調して与えられなければな

らないりいくら揺すっても、いくら話し掛けても、

親了・の間の同調がなければ’r一どもにとっての必要な

情緒的刺激にならない。そのようにして達成される

親・f・の愛着行動を辿して始めて、f・どもは安全感

（securc　f’eOting）を得て、情緒的に発達していくこ

とができる．虚待を受けた了・どもはこのような本来

の愛着を体験していないことが非常に多い。

　愛着障害はr・どものその後の梢神発達に非常に大

きな影響を及ぼす。人生の初朋によい愛着が与えら

れ、可愛がってくれる人がいる子どもは、その後に

強い虐待を受けても行動の障害がそれほど強くなか

ったり、治療に反応がよいことが多い，，逆に、身体

的虐待はほとんどなくても、ネグレクトや心理的虐

待が強いときには強い行動障害を示すこともある、、



‖ト界の児章と1）M／

　2）愛着障害：一般に、親は・∫・どもが泣いたりむ

ずがったり不快な感情を現したとき、ミルクを与え

たりオムツを替えたりするだけではなく、揺すった

りなでたりといった快い刺激を与えることで、不快

な感情を押さえて調節できるよう助ける。乳児は不

快なとき、自我が支えられる範囲内で親によい対応

をしてもらうことで、自我を発達させる、、つまり、

適度な不快感が子どもの自我を育てるのである。適

度でない場合、先回りして全く不快感を与・えないよ

うにすることも自我の発達を阻害するが、「1我が耐’

えられないほどに放．置されると、白我統合を失い、

それをカバーするために無感情になってしまう。い

わゆる凍てついた目で無表情な工・どもとなる。身体

的にも低身長・低体重となり、知的な発達も阻害さ

れる。

　また、子どもは乳児期「P期には特定の愛着対’象を

認識するようになり、親などの特定の人にのみ愛着

行動を要求し、その他の人には警戒したり、回避し

たりするようになる。しかしながら、程よい愛着を

与えられなかった子どもは、無鬼別に愛着を求める

ことがいつまでも続くことになる。誰にでも抱っこ

を求めるような行動である。前者のように無感情に

なって、他者とのかかわりを持たないような愛着障

害を抑制型、無差別に愛着を求めるのを脱抑制型と

呼ぷ、、ただ、同じ子どもでもllJ期や状況によって両

方の行動を持ち合わせることも稀ではない。

　3＞自己の感情抑制の問題と統合の問題：前述の

ごとく、愛着を与えられない子どもは不快な感情を

おさめてもらう体験に欠けるため、その体．験を自分

の能力として取り込んで口己の不快な感情をコント

ロールする能力を発達させることができない。その

結果、感情が爆発しやすく、白己の感情をコントロ

ー ルすることができずらくなる。他者への暴力とな

ることもあれば、自傷が激しくなることもある，、白

傷は自己刺激となり、痛みによる脳内物質の放出か

ら興獅が押さえられることも行動強化要因となる。

　そのような状況が続くと、快と不快の感情が統合

されず、不快の感情が白己からLJJり離されてしま

う。つまり、不快な感情があるときには爆発したり、

只のように閉じてしまい、本来の自分から切り離さ

れる。従って、不快感が通り過ぎるとその体験がなか

ったように振舞う。その結果、周巨‖はまるで人格が変

わってしまったかのような印象を受けることもある。

　4）基本的不安：f・どもは弱くて無力な存在であ

表L各種虐待を受けた子どもに見られやすい、行動および心理的問題

身体的虐待 ネグレクト 性的虐待 情緒的虐待

生活を楽しむ能力の低ド 愛情剥偉一感情分離 恐怖或いは不安 rl己ば価の低ド（愛されてお

梢神症状：．夜尿・遺1庁ミ症、激 〔過度の愛情希求と離れること ｝f順 らず、求められておらず．［「1分

しいかんしゃく、多動、奇異 の繰り返し） ・学校での困難 には価値がないという感情）

な行動 感情の極端な抑圧 怒りや憎悪 ｝’1己破壊的そ．珊

低い1’1己評II1匠 他者と共感する能力のll〔下 ・ 不適切な†生行動 抑散

・学校での学習問題 ※力 家目」Fや非行 他者の赦色をうかがう

引きこもり 非行 〔以LLFinkelh《）r、19861 激しい怒り、憎悲、攻撃性

1）（抗・過度の驚戒（凍りつい ．般の知r力能ノ」の∬隻ド囮畑1 集中ノ」の低ドや空想に耽るこ ・ 孤∪：しやすい（他者と係りを

たような凝視） 的刺激の欠如による） との増加 結べない｝

強追的行動 似LP‘，Lmskyら、】～）8u 1’｜L二i汗佃［iのIICド　〔n分をく’ナい 不安や恐怖

擬成熟行動 多動 ものヒ感じる） 多動や衝動性

似．ヒM頴而ら、1976） 頑［占1 身体への」目度の関心

暴力（爆発働 擬成熟 身休症状の訴えの増1」1［
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る◇しかし、親の愛着行動によって、親を自分の延

長として捉え、自分は何でもできるような万能感を

感じることによって、安心して生きることができ

る。しかし、愛着が与えられなかった子どもは、強

い無力感を持ってしまう。その結果、些細なことに

も強い不安を感じる。そのような子どもは暗いとこ

ろや初めての体験には板端な不安を示すことがあ

る。丁者の経験でも、ネグレクトなどで愛着に障害

を持っている子どもでは、脳波検査や採1血などのと

きに極端な不安から、発達年齢に不相応な抵抗をし

たり、凍りついたようになることがよく見られる。

　5）共感性の問題：このような自己感の発遼の問

題とともに、愛着の問題を持った子どもに特徴的な

問題は他者とのかかわりの問題である。共感しても

らった体験のない子どもは共感することができな

い。つまり、他者がどのように感じるかを推し品る

ことが困難になるのである。その結果、相手を傷つ

けても自分の不利益だけを叩し立て続けたりする。

　6）自己の境界の問題：愛着関係を持てない親は

子どもによい枠組みを与えられない。その結果、子

どもにとって自己と他者の境界を認識する能力がう

まく発達しないことも稀ではない。自分のものと他

人のものを区別できなかったり、11・［には、物理的に

他者にぶつかりやすい子どもも見られる。物理的心

理的に白己の境界がうまく把握できない子どもたち

は自己をその境界でうまくILめることができず、多

動で衝動的な行動をとることが多い。不安による注

意の問題も加わり、いわゆる注意欠陥多動障害の症

状を示す。

　7）信頼感の欠如：愛着障害の子どもは基本的信

頼を獲得できず、誰とも愛着を形成できず、信頼関

係を築くことができない。このような’r・どもとかか

わるとその場その場ではかかわれるものの、一対・

の連続した関係が形成できず、13J　VHの大人たちは無

力感を感じさせられる。また、信頼感ができていな

いために、それまで愛情を求めてべたべたしていた
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子どもが、些細な言葉で急に攻撃的になったり、常

に確認をとる行動を見せることがあり、周囲をいら

だたせることも多い。また、誰にでもべたべたする

ような脱抑制型愛着障害を持った子どもは一・見かわ

いいように感じるが、一・対一・の信頼関係を持つこと

は困難で、周囲の大人たちは子どもから常に裏切ら

れたような感覚にさせられる。

　8）物での代償：愛情を求めても与えられない子

どもの中には、食べ物や物を溜め込むことで満足を

得ようとしている子もいる。食事を楽しんでいるの

ではなく、ただ自分を満たそうとがつがつ食べた

り、いろいろなものを取ってきては自分の机に溜め

込むこともある。また、愛情を求める方法を知らな

いため、物で相手の関心を買おうと、万引きをして

は他児に与え続けるr・どもも見られる。このよう

に、本来求めているのは愛情であるにもかかわら

ず、それが与えられないため、物で代償することも

多々見られる。

　9）性的虐待による性発達の問題：親から性的虐

待を受けた子どもはしばしば性的行為と愛情を混［i”］

する。その結果、愛情やその希求の表現として、相

手の身体や時には性器に手を触れようとしたり、自

分の性器に触れさせようとする行動が見られること

がある。そして、二次的な性的虐待を受けてしまう

ことも稀ではない。このような混同は、本来の愛情

関係の発達や性の発達を阻害してしまうことも多い。

　また、性的虐待は子どもにとって対処できない性

的刺激であり、刺激のみならずそれに対’する自分の

反応もチどもにとっては自我の能力を超えた問題で

ある。その結果、自己の性をコントロールできない

不安を持ったり、性に対する後ろめたさを持った

り、性へのこだわりを持ったりすることもある。

　4．トラウマの問題

　虐待による恐怖の体験をした子どもにはそれがト

ラウマとなることも大きな問題である。虐待による



トラウマは、N災や・i］‘故などとは異なる特徴があ

る‘，それは、①虐待の場合は、本来トラウマを癒す

場である家族が恐怖を与えていることが多いため、

より強い無力感が生じやすく、トラウマが癒される

体験が少ないこと、②虐待は発達途Lのr・とWに繰

り返し起こることがほとんどであり、その結果、精

神発達の歪みを川じて人格の偏りが起きやすいこ

と、である．、この特徴を踏まえて、心理的特徴を見

てみよう。

　1）PTSDの症状：トラウマによるストレス反

応を心的外傷後ストレス障害（PTSD）というじ

この症状は、自分の存在が脅かされるほどの非常に

強い恐怖を体験した結果生じるもので、①再体験、

②川避・精郁舐1りの低下、③覚醒レベルのヒ昇、か

らなる、、恐怖の体験は、記憶となるときに他の体験

との関連が形成されず、異物のように存在し、常に

意識に進人しやすい状態となる，、これが◎「正体験で

ある．、その恐怖体験が頭から離れなかったり、些細

なことでその体験が頭を占め，強いときには現在の

自分から解離して、体験時のitl　S）になってしまうこ

ともあり、フラッシュバックという．，例えば、虐待

の状況を遊びの中で表現したり、水に頭を沈められ

る虐待にあっていた∫・がお風呂でふざけていて急に

パニックを起こしたり、授業中も怖い体験が頭に浮

かんで集中できなかったり、怖い夢を見たりすると

いったことが生じる，，r・どもの場合には進人してく

る記憶が不明瞭になりやすく、悪夢も漠然としたも

のが多い。このような怖い体験からr1分を守るため

にとる心理的防衛が②川避や精神活di）Jの低ドであ

る．，f”どもの場合には退行や身体化症状が多く見ら

れる。また、生理n勺に防衛しようとする結果生じる

のが③覚醒レベルのヒ昇である，、睡眠障書が生じた

り、興奮しゃすくなったり、常にきょろきょろ警戒

する行動が見られたりする。

　しかし、虐待を受けている．r・どもは適応に必死

で、恐怖の体験も自己から分離して記憶を抑圧して

11i「　iNの児巾と母㍗i．

しまうこともある。そのような場合、了・どもは保護

されてから明確なPTSD症状を見せることもある。

　2）トラウマの精神発達への影響：トラウマが繰

り返し長期に続くと、無力感がリレ常に強くなる。そ

の結果、翻犬態に陥りやすくなる。また、強い無力

感の結果、刹那的になり行為障害を示したり、自傷

が見られたりすることもある。

　さらに、トラウマが白己感や自我が未成篶』なr・ど

もに起きることによる川題もある．t／年少児はド1我の

統合が弱く、よい祝と悪い親、よい白分と悪い白分

を分離して把握すると言われる。それを統合する能

力が発達するべきときに恐怖体験があると、恐怖を

与える親やその原因となる悪い自分（∫’どもは自分

が忠いから虐待されると信じている）を統介でき

ず、分離したまま抑圧してしまう、．その結果、lti己

の連続性の発達が阻くil；：され、極端な場合には複数の

人格を持つに至る。それほど極端ではなくても、怒

られたときなど虐待された恐・1布の状況を思い出すよ

うな場面では、本来の白己から分離して、別のE－1　Li

状態になってしまう。外部から見ると、“意織を飛

ばしている’∵’貝のようになる”という状態である。

そしてその状態を抜けると本来の自己に戻り、別の

状態になっていた自己の影響は受けない、、従って怒

られても“すぐ後には何もなかったかのように同じ

ことを繰り返す“ことになる。

　5．最後に

　愛着の問題とトラウマの問題は相II：に密接に関係

している、t愛着の問題から安心感が持てない」「・ども

はトラウマを受けやすいし、トラウマにより愛着関

係も育ちにくいのである、，f・どもへの虐待は最も厄

大なr・どもの権利の侵害であり、その心刈的影響は

大人になるまで続く、、未来を担うr一どもへの援助は

］t一どもを理解することから始まる、，了・どもの行動を

問題と決め付けるのではなく、その心理的メカニズ

ムを理解し、適切な援助をそ「うことが求められている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9



虐待を受けた子どもへの
特
∫　　　　　　　　　　　／t

心理的ケア
ー
トラウマへの包括的アブローチ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にし　ざわ　　　　さとる
　　　　　　　　　日本社会礫大端舗祉鞠助搬西澤　哲

子ども虐待と心のケア

　1．はじめに

　子どもの虐待に対する社会的な意識の高まりにと

もない、親などから虐待されている∫・どもを認識し

保護することに関しては、わが国においても一・定の

努力が積み頂ねられてきている。しかし、虐待の発

兇や保護は、’f’どもの虐待という非常に複雑な問題

への対応としてはほんの入り「1でしかない。その人

り「．1の先には、さまざまな問題が存在するが、その

中でもとりわけ重要なことの・・つに、虐待を受けて

いると認識されたr・どもに対する心理的なケアのあ

り方という問題が存在する。本稿では、わが国にお

いてはほとんど未着手の状態にあると言える虐待を

受けたy・どもの心理的なケアについて、若十の論考

を行なうものとする。

　2．虐待を受けた子どものケアのあり方：包括的

　　視点の必要性

　家族のなかで虐待を受けたチどもは、骨折や火傷

などの身体的な傷以外に、もう一・つ乖大な傷を負う

ことになるvその傷とは、白分をもっとも愛してく

れているはずの存在である親から、自分がもっとも

守られていて安全であるはずの場所である家庭で、

暴力を受けたということによって生じた心の深い

傷、つまりトラウマ（trauma）である。この深い心

埋的な傷のため、子どもの愛着形成は重大な陳害を

生じ、無差別的愛着傾向や虐筒…的人間関係の再現傾

向などといった対人関係パターンの歪みへとつなが

っていく。また、虐待体験による心の傷は、子ども

の感情や情緒状態にも深刻な影響を与える。虐待を

受けたr・どもは、自Elの感惜を調整することがむず

かしく、その結果、激しいかんしゃく状態や爆発的

な暴力性を皐することも多い．その他に、自己イメ

ー ジや他者イメージの歪みなど、虐待体験によって

生じた心の傷は、子どもの認知、情緒、行動、人問

関係、あるいは性格形成といったさまざまな領域に

深刻な影響を与えることになるσ」∬実、虐待を受け

ることによって生じた深い心の傷が何らかの乎当て

を受けぬままに放置された場合、思春期や成人期以

降の精神的な病理を生じる可能性があると指摘され

ている（Beck＆van　der　K⊂）］k．1987）e

　子どもに対する虐待の影響がこのように広範なも

のであるならば、そうした影響を受けた．F一どもへの

ケアもまた、総合的、包括的なものである必要があ

る。たとえば、週に1回、ll1寺間程度の精神科医療

や心埋療法だけでは、虐待を受けた子どもの心理的

なケアとしてはきわめて不卜分であると言わざるを

得ない。］t’どもの心理的、情緒的、行動的、あるい

は性格的な歪みに対応するための包括的なアプロー

チが必要とされるのである、、

　虐待などによって心に深い傷を負った∫・どもに対’
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する包括的なケアのあり方について、Gil，　E．（1991）

は、修正的接近と川復的接近の必要性を論じてい

る。以ドに、この修正的接近と回復的接近とに分け

て、虐待によって生じたトラウマを抱えた］f’どもへ

の心理的なケアのあり方を整理していこう。

　3．虐待を受けた子どもへの修正的接近

　先述のように、虐待によって小じたトラウマは、

対人関係や感情休験、あるいは自L㌧他者イメージ

など、f’どものさまざまな心理的諸領域に大きな歪

みを生じる可能性を持っている。修止的接近とは、

これらトラウマに由来する心理的、情緒的、行動的

な歪みを、生活環境における日常的なさまざまな関

わりを通して修IEしようとする環境療法（milieu

thじrapy）的なアプローチを言う。この修IEI1勺接近は、

r・どもが生活する児童養護施設などの福祉施設をは

じめとして、保育所、学校、あるいは通所機関など、

」㌘どもが’定時問生活を営む空1ハjにおいて実施され

るべきものである，、

　虐待を受けた子どもへの修IE的接近の主たるテー

マとなる問題としては、子どもの対人関係の歪み、

感情コントロールの障害、および自己イメージの問

題があげられよう，，虐待を受けた子どもの対人関係

の歪みは、愛着形成の障霧と虐待血勺人問関係の巾；現

傾向とに大別される．，親からの虐待という現象は、

r・どもの愛着形成を著しく阻害し、その後の人間関

係の形成に百大な影を落としてしまう危険性があ

る、，したがって、修正的接近を提供する治療n勺環境

においては、親などとの関係で形成できなかった（あ

るいはいったん形成されながらその後破壊された）

愛着の（1的形成を日rlく」としたかかわりが要求され

ることになる。また、虐待を受けた子どもの対人関

係として今一一つ特徴的なものに、虐i待的人問関係の

ll｜二界の児噺と母刊

再現傾向がある。親などからの虐待を受けたy一ども

は、その後の人問関係、とりわけ親に代わる養育者

などといった煎要な大人との人間関係において、虐

待n勺な関係を繰り返し再現する傾向がある。こうし

た現象の背景には、トラウマの持つ再現性あるいは

再被害化傾向という特徴が存在するが（v《mder

Ko［k．1996）、その結果、子どもは繰り返し虐待の

被害を受けることになるn人小の初期から、自分を

保護してくれるはずの大人からの虐待を繰り返し体

験するということが、了・どもの性格なり人格の形成

にきわめて大きなダメージとなることは想像に難く

なく、こうした虐待の再現を断ち切ることがr’ども

に対する修」E的接近の大きな課題の一つとなる。そ

のためには、施設職貝など治療環境内に存在する大

人が予どものこうした傾向を｝一分に理解し、虐待的

関係の再現にならないような相f∫1関係を促進するこ

とが藪要となる。

　虐待を受けた子どもの感情コントロールの障害

は、日常生活における感情爆発傾向やかんしゃく、

パニック行動という形で顕在化する，，こうした行動

の背景には、トラウマ性の激しい感情と、感情を「抱

える」（holding）力の欠如が存在する。筆者らが行

なった調査（西澤ら、未発表）では、虐待を受けて

養護施設に人所しているr・どもたちは、養護施設に

入所しているものの虐待の既往が認められない∫・ど

もに比して、怒りの反応が有意に高いことが明らか

となっているeTerr，　L、〔1991＞は、虐待を受けたイ・

どもたちの抱える怒りを、「基本的な信頼感の育つ

場所に人り込んだ怒り」としてその根元性を指摘し

ている。こういった子どもたちに対する環境療法

は、了・どもたちの示すパニ・ソクや感情爆発などを『治

療rl勺抱きかかえ』（therapeuti．c　holding）などによ’）

て受け）1；．めながら、その根元に存在する怒りを適切
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にプロセスしていくことが必要となる。

　虐待を受けた子どもたちは、「自分が悪い子だか

ら親は自分に暴力をふるった」として、虐待の原因

を自己に帰する傾向がある。こうした認知の傾向を

導く理由はさまざまであるが、総じて言うならば、

親がどうして自分を虐待したのかを「納得」するた

めの、あるいは自分の人生に「納得」を得ようとし

ての子どもなりの認知的努力の結果であると考えら

れる。そして、虐待の原囚を自分に引き受けること

によって、「どうしようもない悪い．．r－」としての自

己イメージが形成されることになる。こうした自己

イメージは子どもの情緒’や行動に強い影響を及ほす

ことになる。したがって、修IE的接近においては「親

が暴力をふるったのは、あなたが悪いからではな

い。親の行為が問述っていたのだ」というメッセー

ジを繰り返し子どもに送り、．子どもの自己イメージ

の修IEに努めなければならない（ここで重要なの

は、「親が悪い」ではなく「親の行為が間違ってい

た」とすることである。子どもは「親が悪い」とい

うメッセージを受け取ることはできない）。

　4．虐待を受けた子どもへの回復的接近：ポスト

　　トラウマティック・プレイセラピーを中心に

　回復的接近とは、虐待などの体験によって生じた

心の傷にプレイセラピーやカウンセリングなどの臨

床心理的な手法をもって直接的な働きかけを行い、

その傷の回復を目的としたものである。前項で述べ

た修⊥E的接近が、施設や保育所など、子どもがllJ常

生活を営む場で展開されるのに対して、この回復的

接近は、ゴ三として一’対一の心理療法の場で実施され

ることになる。

　虐待を受けた子どもへの心理療法は、虐待によっ

て生じたトラウマのプロセスあるいは解消を目的と

12

して行なわれるものであり、子どもたちの年齢や言

語的能力を考慮に人れた場・合、プレイセラピーとい

う形態をとることが多いと考えられる。こうした、

トラウマを直接取り扱おうとするプレイセラピー

を、ポストトラウマティック・プレイセラピーと呼

ぶ（Gil、1991）c

　ポストトラウマティック・プレイセラピーは、従

来一般的に行なわれている『クライエント中心プレ

イセラピー』（client－centered　play　therapy：Ax］ine、

V．、1947）などとはいくつかの点で大きく異なるが、

その最たるものはプレイの中心的なテーマの存在で

ある。ポストトラウマティック・プレイセラピー

は、親からの虐待やネグレクトといった了一どものト

ラウマ体験が主要なテーマとなって展開する。

　何らかのトラウマを体験した子どもが、その後の

遊びの中にトラウマとなった体験を繰り返し再現す

る傾向があることは従来から知られていたが

　（Freud，　A．　＆Burlingham，1943、　Levy，　D．、1939）、

その系統だった記述を行なったのはTerr（1981）で

ある。彼女はこうした特徴を持ったプレイのことを

「ポストトラウマティック・プレイ』と呼んだ。そ

して、このポストトラウマティック・プレイを、ト

ラウマを受けた子どもの遊びの特徴としてだけでは

なく、心理療法的な有効性を持ったものとしてとら

え、ポストトラウマティック・プレイセラピーへと

発展するのに大きく貢献したのはGil（1991）であ

る。Gilは、ポストトラウマティック・プレイはト

ラウマの再現であるが、一方でその再現が生じる状

況がもともとのトラウマとなった事態とは大きく異

なり、そこに心理療法としての意味があると考え

た。彼女は次のように述べている、，

　「この種のプレイでは、恐ろしくて不安感をかき

立てるような記憶を子どもが再び体験することにな



るが、子どもはトラウマを受けたときの受動的な位

置ではなく、その再現をコントロールするという能

動的な立場にあり、その点がこの種のプレイに治療

的な潜在力をももたらしていると考えられる、，しか

も、以前は自分を圧倒してしまった出来事を、今度

はコントロールされた安全な環境において体験して

いるわけである」。

　このように、Gi｜は能動的なLン：場でトラウマ体験

を肉：現することが、了・どもにコントロール感の回復

をもたらし、自分を圧倒し、無力感を植え付けた体

．験を克服できるようになるのだと考えた。こうした

考えは、Levy，　D．（1939）の『解放のセラピー．1（rclease

therapy）にまで潮ることができる。彼は、プレイ・ヒ

ラビーにおいて、f’どもに日分にとってトラウマと

なった体験を再現するように指示したのである。

Levyは、丁’どもがトラウマとなった体験を何度も

繰り返し再現することで、否定的な思考や感情が消

化吸収されうると考えた。

　このように、プレイにおける1’iSJX［”1体が持つ治療

CltJな意味に注1．1したGilは、　Terrが明らかにしたポス

トトラウマティック・プレイの問題点．一たとえば不

安低減をともなわない反復強迫という特徴一に対『し

てセラピストが適切な介人を行なうことによって、

7ドストトラウマティック・プレイの持つ治療的な価

値をさらに高めえることを示した。つまり、ポスト

トラウマティック・プレイはそれ自体がトラウマを

処理しようとする了・どもの心の働きの現れであり、

また、その．働きがトラウマのインパクトの大きさゆ

えにうまく機能していないことの反映であると捉え

ているわけである、、そこで、いわば「詰まってしま

い、滞留してしまったプレイ」をlijび流れるように

することで、プレイによる川二現は再びその機能を取

り戻すことができると．考えたのである，

llヒ界の児巾とrefi・／

　虐待体験などによるトラウマを適切にプロセスす

るためには、こうした観点に立つポストトラウマテ

ィック・プレイセラピーが有効であると考えられ

る。

　5．おわりに

　以．ヒ、虐待を受けた子どもへの心理的なケアのあ

り方を、修iE的接近と回復的1妾近とに分けてみてき

た．，わが国の現状を見るなら、残念なことに、この

いずれにおいてもまったく不1’分な状況にあると言

わざるをえない，、そこには、虐待を受けたli’一どもた

ちの援助にあたるλ㌧〔門職の個人的な技最や能力とい

った問題を超えた、システム1：の欠陥が存在してい

る、，親からの虐待という現象の持つ深刻さを考える

なら、こうしたシステムヒの問題点を改善し、∫・ど

もたちへの心川的なケアの体制を整備することが急

務であると言えよう。
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土もない荒廃
特 集．

子ども虐待と心のケア

　　　　　　　そ　　ぶ　　え　ふみ　ひろ

暁剛鰍長祖父江文宏

それを心象風景というなら、枯れた木や草もない、

石ころもない荒廃。いや、土さえもなく、風景とし

て成立しない、心の荒涼。

　幸ちゃん

　「これ、なにが入っているの」

　「ビールだよ。園長すけのお友達が送ってくれた

の」

　わたしの机の上に置かれたボール箱についての会

話は、中途半端な間で途切れ、幸ちゃんはわたしの

ひざにはい上がってきました。

　「父さん、ビールビンでなぐった」

　幸ちゃんは、わたしの膝に乗ってから言いました。

　わたしの腕は、幸ちゃんがさせたように、膝の上

の幸ちゃんを抱き、幸ちゃんの頭を右手で撫でてい

ました。

　幸ちゃんの頭は、中心がずれたようにいびつにな

っていました。

　わたしは、幸ちゃんの頭を撫でるたびに、心とか

らだがちじこまるような痛さを感じるのでした。

　それは、幸ちゃんの心に刻まれ、今も血を流して

いる傷で、幸ちゃんの求めには応えてはいるもの

の、わたしには、幸ちゃんの痛みにも、決して慣れ

ることができないものでした。

　わたしは、幸ちゃんを傷つけつづけた父親に代わ

って、弁済の場にたまたま立たされている大人のひ

とりだと感じるのでした。

　わたしが幸ちゃんから求められているのは、愛を

憎しみとして与えられた者の、愛の回復の権利なの

です。

　愛を差し引いて与えられつづけた、憎しみという

マイナスから、幸ちゃんが愛されてこなければなら

なかった量だけの愛を取り戻すことなのでしょう。

　「てめえ、ぶっ殺すそ一」

　幸ちゃんの声は、わたしの背後に沸き起こり、わ

たしは目の前の小さい人を幸ちゃんから守るために

抱え込みます。

　脇腹に蹴りを受けます。

　つづいてパンチが顔をおそってきます。

　5歳の人であろうと、その憤りは、大人をたじろ

がせるに充分なものです。

　幸ちゃんの憤りを、今わたしが庇っている人への

嫉妬だと言うのはたやすいことです。

　それでもなお、いつ爆発してもおかしくない怒り

は幸ちゃんの中に渦巻き、澗れることなく充填され

つづけているのです。

　幸ちゃんの怒りは、生まれてからこの方、彼を遇し

て来た大人の不当さへの、根源的な憤りなのです。

　彼が生存をかけている以上、問われるのは、今、

彼の目の前にいるわたしの誠実さなのでしょう。

　幸ちゃんの行動が、人間の関係にそぐわない暴力
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として表現されているからこそ、憎しみを愛に変え

ていく果てしない時聞の積み敢ねが必要なのでしょう。

　わたしは幸ちゃんを抱きとめ、幸ちゃんの怒りが

静まるまで語り続けようと思います。

　幸ちゃんの頬にわたしの頬をつけて、しっかりと

抱いて，，

　「幸ちゃんは怒っているんだ，、幸ちゃんはほおっ

ておかれたんだものね。だから怒られてしまったん

だt」ごめんね。でも、わたしは、幸ちゃんが大事な

んだよ」

　今も幸ちゃんは、年1’．の人たちを見事に怒らせて

暴力を引き出し、年．1・’の人たちには暴力をふるいま

す，、

檜山君

　「晩ごはんに、残しておいて」

　檜川君の茶碗の底に、　・川分にもみたない、わず

かなご飯が残されていました、、

　「良．j”の分はある？」

　栴山君は、3歳年．ドの妹を見てたずねました。

　妹の良．∫・さんは、2歳でありながら、米の．’粒一．’

粒をつまむように、見．事に箸を使いこなしていました。

　兄妹は、まるで自分が存在することすら消し去る

ように、ひっそりといました，、

　「どこで食べるの？」

　檎山君は、すでにテーブルのヒに用意されている

食事を見下ろしてウZちつくし、困惑したようにたず

ねました。

　その問が、継．珂；の連れ子は母親と一’緒にテーブル

で食べ、父親の連れ．i”である兄妹は床に座って、新

聞紙の上に乗せられた食器で取らされていたこと。

　兄妹だけは、お代わりが許されなかったこと。

　食べ物をこぼすと取り上げられてしまい、次の食

事を食べさせてもらえなかったこと。

　そんな食事のあり方によるのだと分かるのは、も

世界の児飛と母性

っと後のことです。

　「すぐに食べ過ぎるので」と継母は言い、「こい

つたちは汚いから」と父親は言いました。

　檜山君の足の裏は、アトピー性の皮膚がくずれて

歩けないほどに化膿していました。

　「家では、1z気で歩いているのに、ここでは1司情を

引こうとして痛がって見せている」

　痛さに涙を浮かべて耐’えながら、トイレへ行く檜

山君の背に、臨月の継母はいらだった声を浴びせま

した。

　妹は存在を消し、！Llはたびたびトイレに立ち、継

母はののしり、丸々と太った母親の連れ子は奇声を

あげて動き回りました。

　栴川君は、か細い雨のような泣き声を．ヒげて、わ

たしたち職貝が気づくまで泣きつづけます、，

　気づいた職員が、なぜ1立いているのかを聞き取る

まで、細々とした泣き声をあげ、檜山君は泣きっづ

けます，、

　そこにいるのは、いつも被害者としてしか自分を

表現できない檜11」君で、50人定員の大舎制の施設の

片隅で、槍1．1．1君はか細く泣くことでしか自分の存在

を．伝えられません。

　加奈子さん

　2台のバイクを盗んで乗り回していたと、幣察か

らの連絡で知ったときでした。

　「分かった。もうやらん」

　加奈了さんは、幼女のように輝いた表情で言いま

した。

　加奈子さんがこう言うのを、わたしは何度聞いて

きたのだろうとそのときも思い、彼女を助手席に座

らせて1巨を走らせました。

　いつも彼女との会話はここで終わり、彼女がひき

おこした当面の事件の処理は、彼．女を後ろから追い

かけてくることになります，、
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　そして、ひとつの事件の処理の結末もつかないう

ちに、加奈子さんは、そうしなければならないよう

に、新たな事件をひきおこすことになります。

　「分かった。もうやらん」

　加奈子さんがそう言うとき、彼女との聞に、ほん

の一・瞬、心が通じ合ったように感じるからこそ、わたし

はもう一度だけ彼女を信じてみようと思うのですc，

　たとえそれが、翌日に彼女が引き起こす新しい事

件への、ほんの一区切りであったとしても、そのと

きの加奈子さんの表情だけは信じる以外にないと思

ってしまうのです。

　もし加奈子さんをして、わたしとつながっている

と感じさせるときがあったとしたら、唯一’この一・瞬

であったと思います。

「もう、頭にきた。あたし、金を盗まれたんだよ」

加奈子さんが言ったのは、彼女からの連絡を待ちつ

づけて一・・夜が過ぎた、翌日の午後のことでした。

「盗まれたんだよ。7万円だよ。ちくしょう、頭に

くるよねえ◇これって泥棒だが」

　わたしは、盗みが施設の中でおきたのだと考え、

その金額の大きさに不安にかられました。

　「シャワーを浴びてるときにやられたんだよ。頭

にくるよ。シャワーを浴びてこいって言ったんだよ

そいつ」

　「そいつって」

　「ああ、10万くれるって言ったんだよそいつ。援

交の相手だよ。あたしの財’布から金を抜いてったん

だよ」

　「じゃあ、昨夜は」

　「ああ。ホテル代しか残ってないんだよ。頭にく

るよね」

　わたしは、加奈子さんに通じていく言葉を持たな

いままに、立ちつくすのでした。

　「分かった。もうやらん」
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　加奈子さんは明るく言い、わたしは、加奈子さんが

次に引き起こす事件に、不安をかきたてるのです。

　わたしの不安は次々に的巾し、加奈子さんは、

次々に事件を起こし、その結末によって自分を不利

な立場に追い込んでいきます。

　加奈子さんのやっていることは、見方によれば、

これまで彼女が受けてきたことの再現のようでもあ

ります。

　加奈子さんは、許しがたい自分を罰するように、

執拗な熱心さで自分を傷つけていきます、、

　「あなたが本当にやりたかったことは、このこと

だったのだろうか」

　「わからん」

　「あなたが本当にやりたかったことは、他人のお

金を盗み、そのお金を使って高価な買い物をするこ

とだったのかしら。もしそうなら、あなたは今、自

分がしたことに満足しているのだろうか」

　「しまったと思っている」

　「見つかったからかい」

　「ちがう。本当は、やらなければよかったと、思

っている」

　加奈子さんは、hltlr心地の悪さを隠さないで答えま

した。

　「あなたがやったことと、やり方は、あなたが本

当にゃりたいと思ったこととは違う。いや、あなた

は、やりたいと思いもしなかったことをやってしま

った。このことをあなたにやらせたのは、あなたが

この施設にくるずっと前、あなたがお父さんにされ

たことに原因があるように思うんだよ」

　「あれは、わたしがされたんと違うもん。だって、

お父さんにされてた子は、いつも「象さんの歌」を

うたってたもん」

　わたしは、自分が受けてきたつらい出来事を、白

分の身に起きたこととして受け止められない加奈子

さんの、荒れ果てた心の風景を思います。

’
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　「悪いのはあなたじゃない」

　そう叫びたい思いを持ちながら、わたしは、加奈

子さんの心のrlTに封印された記憶の、壁の厚さに■

葉をうしなっています。

　初江さん

　［あたしは死ぬからねr．あなたはそこで見ていな

さい、t死Siaのだから、もう、ご飯は食べないでいい

からね」

　ivj　711さんは、夏の・”1二いきれの中に身を横たえて、

L［を閉じるのでした。

　4歳にしては小さすぎる初江さんの体は、その生

気を消し去り、ひとつの死体が、．確かに、草むらに

ころがるのです。

　玄関へのアプローチの階段をヒりト’りして遊んで

いた、2歳の綾美さんの後ろを、初江さんが通り過

ぎたと思ったとき、綾美さんの体が、階段のうえで

宙に浮きました、、

　初江さんが突き落としたのです。

　綾美さんの体を、わたしはかろうじて腕の中に受

け止めることができたものの、綾美さんとわたしの

恐怖は強いものでした。

　わたしの叫び声は、初江さんに刺さりました。

　　・瞬の沈黙の後、初江さんは地面に這うと、地面

をなめ、手に触れた石やゴミをLIに運び、ほおばる

のでした。

　落ちていたアオムシの死骸まで。

　初江さんの行動は、病理を抱えた母親から離れて

施設に来た2週問1．．1から、わたしたちの前で頻繁に

見せたことでした。

　それは、わたしたちと初江さんとの関係の、いわ

ばスタートの出来事でしたn

　この退イ．1：の意味は、スタートから始めて今に至っ

た初汀：さんとの良かった関係を、初江さんは、もう

1il／　i一の児fib　’1と母刊三

’度スタートにもどってから始めうと言っているの

でしよつ。

　わたしが壊された、あなたとの良き関係を、壊し

たあなたの責任で修復しなさいと、初江さんは、．｝っ

ているのでしょっe

　そしてさらに施設で

　暴力以外に頼る論理を持てなくなった人たちが、

施設にやって来ます、、

　その人たちに向かって「殴るな」と、．1’い続けるこ

と以外に道はあるのでしょうかt，

　言いつづけながら、言莱の無力さを補いつづける

こと以外に、言うことの力を回復させる術があるの

でしょうか，，

　「殴るな」と言いつづけていても、理解できないよ

うなささいな事で怒りを爆発させ、小さい人に襲い

かかっていく彼らのやり方をどう理解するのでしょう．、

　制御できない怒りに人格まで飲み込まれてしまっ

た彼らを抱き続けながら、彼らの毛穴から吹き出す

怒りの1E当性を、彼らが受けて来た暴力に見ると

き、それでもあなたは生きるにふさわしい、価flnあ

る者だとどう伝えるのでしょうt．t

　児竜養護施設が、伝統的な、処遇困1自豊児を排除す

る生活指導しか持ち得ないのだとしたら被虐児童に

とって最も必要ないやしとしての養護は絶望的で

す。

　児．rti：養護施設にとって必要なことは、暴力を封’じ

込めることではなく、暴力に頼らざるを得ない心の

育ちや問題にト1を向け、心の回復のためのプログラ

ムをこそ持たなければならないでしょうtt、

　彼らが守られていると実感でき、安心して小活が

できること、傷んできた心がいやされること、その

ための、施設内の治療者との日常的な情報交換がな

されることが必要です。

　児童養護．施設の貧しい状況を変える必要があります。
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子ども虐待とソーシャル
ワーク

特． 集／

子ども虐待と心のケア

愁糟羅部長昔蔚縄

　1．虐待介入とソーシャルワーク

　心坦li療法が個人の内而に治療的に閲わるのに対し、ソ

ー シャルワークは社会資源の活用や環境孤整等具体的な

取り組みを通じて問題解決を1刻ろうとするものであり、

その基本的な原理は受容、共感、非審判的態度等を1追じ

てクライエントの自己決定を側面的に援助することであ

る。f・ども虐待ケースについて言うと、ソーシャルワー

クとは、「通告や相談を端緒として介人・調整を行い、

各種杜会資源や機関の機能を活用するとともに、ソーシ

ャルワーク．11の（1評門的な知識・技術を駆使しながら、ク

ライエントとソーシャルワーカーとの信頼関係を基盤と

して親．r・関係を再構築する　・述の援助プロセスである」

と言うことができよう。

　しかし、子ども虐待σ）対応においては、クライエント

の自己決定を尊inしつつも、子どもの福祉を最優先して

時には立人調査や親子分離等の強権的介人を行わなけれ

ばならない場合もあり、これら相矛盾する要素を理論及

び実務においてどう統合していくかが新たな課題になっ

ていると．言えよう。

　ソーシャルワークは種々の機関によってなされている

が、本稿では子ども虐待の対応において中心的な役割を

担っている児童相i淡所のソーシャルワークの現状や問題

点、これを支える制度ヒの淑題や方向性について述べる。

に拒否的な場合は．立入調査を行うこともできる。

　調査の結果、親元から子どもを緊急に保護する必要が

あると判断すれば、児柑［｜談所はfJ’lue．rtの．’時保護所で子

どもを保護するか、他の適当な機関や人に一・時保漫を委

託する（33条）。一時保護に際しては保護者のr解を求

めるのが原則であるが、同意がなくても一’時保護は可能

である。

　児童相談所では、調査の結果や子どもの態様等を踏ま

え、f’どもにとって殻善の処遇方針を決定する。施設人

所措置は保護者（親権者）の意に反してZ］：うことはでき

ないが、必要と認める場合は家庭裁判所の承認のもとに

人所措置を採ることができる（28条）。さらに、保護者

の親権濫用が著しい等の場合は、家庭裁判所に対し親権

喪失宣告の請求をそ「fうこともできる（33条の6）。在宅

のままでの指導が適当と判断した場合は、訪問指導等を

行ったり、児童相談所に通所させて親のカウンセリング

や子どもの心理療法等を行う（図1参照）。

　児童相談所には、児童福祉司のほか心理判定貝、精神

科医、児童指導員、保育「．］：等の㌧享門職が配置されており、

児童福‡ll：法等によりそれぞれ任用資格や配置要件等が規

定されている。児童相談所ではこれら各種．馴）［1職の合議

により処遇決定がなされるとともに、処遇に際してもチ

ー ムを組んで事に当たることが原則である。

　2．ソーシャルワークの制度的枠組み

　児散相談所における援助開始の端緒は、親や親族等か

らの相談か児童福祉法25条に基づく要保護児童通告であ

るe相談・通告を受けた児竜相談所では、主として児童

福祉司（ソーシャルワーカー）が関係機関とも連携Lな

がら虐待の状況や家庭環境等について調査を行い、どの

ような援助が必要かを判断するc，親が児竜相談所の調査

　3．子ども虐待におけるソーシャルワークの現状と課題

　以．ヒの制度的な枠組みのもとにソーシャルワークが展

開されているが、親の∫茜待によって子どもが死亡する事

件が後を絶たず、中には児ぽ相談所等の公rl勺機関が関与

していながらその死を防ぎきれなかった事例もあり、現

行制度が十分に機能しているとは言い難いのが実情であ

る。厚生省では平成9年度を調査時」6とする「児童相談
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1［ヒ界の児章とrリ：朽

所の取り組みの実態に関する調査」を実施しているが、

これらの結果等を踏まえ、児竜相談所におけるソーシャ

ルワークの現状や課題について述べるn．

　（1）初期対応

　致死事例の中には、児竜相談所の初期対1；じの遅れが原

因となっているものも見られる。1司一の事例について複

数の児．童相談所が虐待の】．啖を把握していたにもかかわ

らず、介人に至らず児竜が死已するという事件も最近報

道されたところである。

　児童相談所の業務が多1亡な．lz、虐待‘lr例の場合、親が

虐待を認めず！　1i“．／t．相談所の介人に拒否的なケースが多

く、中には暴力的・威圧的な態度を示すものもある。こ

図1．児童虐待対応フロー図

のため、児慣相談所としては介人に及び腰にならざるを

得ないのであろうが、イ・どもの声なき声を代弁し、i・ど

もの権利を守るのが児童相談所の本来的な使命であり、

迅速かつ果敢に介人していくべきであることは言うまで

もない。現に多くの児童相談所が、関係機関と連携を図

りつつ、知恵を絞り、努力を重ねながら子どもの救出に

成功している。

　なお、児童相談所が介入に慎重にならざるを得ない理

由の．一・つとして、虐待概念が不明確なことや危険度判定

の客観的指標（リスクアセスメント基準）が未整備なこ

とが挙げられようe虐待概念の整珊とリスクアセスメン

ト基準の．早期策定が望まれるq
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　（2）組織的対応

　虐待事例は、保護者の加害等のリスクが

高い．．ヒ，事実関係や危険度判定、保誰の要

否1叩祈等において客観性が特に強く求めら

れることから、担当者］人で抱え込むこと

は極めて危険である。このため、臨機応変

のスーパービジョン体制を敷くとともにチ

ー ムで対応する等、組織的な対応が不可欠

であるが、厚生省の実態調査でも、担当者

がスーパービジョンを仰ぐことなく1人で

対応し、虐待の危険性の認識が1．1一かったた

めにヰll談者への助言のみの対応で終わり、

その結果子どもが死亡するといったケース

に見られるように、組織的対応がなされて

いないところもあることが判明した。

家庭裁判所1

　　幡ttの狸容

施設入所措置
く27条　！913号）

家庭裁判所

ひ　　　o
〔党容｝　　｛却ト’）

彊　童福祉司　導等の措置
　（27条1覗2号他1

助言指導

他機関斡旋

　価条の2b

　（3）機関連携とケースマネージメント

　子ども虐待は、経済的困窮や人間関係の

問題、疾病、就労問題等、同時に多くの問

題や課題を抱えている場合が多く、1つの

機関で問題解決を図ることは不可能であ

り、機関連携が不可欠となるt」

　しかし、従来児童相談所は来談・来所に

よる自己完結型の援助を中心としてきたこ

とや、担当エリアと児童相談所の所在地が

離れているという地理的要因も手伝って、

信頼間係に基づく機関連携が．卜分できてい

るとは言いがたいのが実情であるCJ
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　児童相談所としては、従来の個別ケースへの対応を中

．L［：とした「ケースワーク」からコミュニティワークを包含

した「ソーシャルワーク」へという時代の要請を十分に認

識し、まず「待ち」の姿勢を脱却するとともに、地域に溶け

込む努力を払うことが肝要である。そして、機関同士の

相互理解、ケースに対する共通認識が図れるよう事例検

詞’会を積極的に開催するなど、関係機関のネットワーク

づくりにおいて指導性を発揮することが求められる。

　ただ、複数の機関が対応する場合、責任の所在が曖昧

になったり、援助の一’質性、効率性が損なわれたりしが

ちである。これを防ぐには、当該ケースに最終責任を持

つ特定の機関が常にケースの進捗状況を的確に把握し、

必要な助言・調整を行う必要があり、連携に際しては、

これらケースマネージメントをどの機関が行うかを明確

にしておくことが承要である。

　なお、児童相談所が連携を図る関係機関の中には法律

上守秘義務が課せられていないところもあり、情報の共

有化とプライバシー保護の関係をどう考えるかというこ

とが課題となるが、厚生省が平成11年3月に作成した「子

ども虐待対応の手引き」には、守秘の法的根拠を持たせ

るため、相手方機関と児童相談所との間で守：秘に関する

覚書を締結する等の方法が紹介されているので参考とす

べきであろう。

　（4）強制引き取りへの対応

　本来措舵解除を決定するに当たっては、これを行うに

足りる合理的根拠と措置解除後の進展に対する一定の見

通しのあることが不可欠であり、親の強引な引き取り要

求があるということだけで措置解除すべきでないことは

論を待たない。しかし、厚生省の実態調査結果によると、

親の引き取り要求に「やむなし」と判断して措置解除を

行ったのが全描頒解除件数の15．7％もあった。高橋重宏

らの研究によると、強制引き取リケースの内、約42．6％

について施設が危険を予測したにもかかわらず措澄解除

となり、42．796が措置解除後も「状況不変」または「状

況悪化」という結果になっている。

　もとより、28条ケースについては引き取りを拒否でき

ることは厚生省の見解（平成9年6月20日W’兇発第434

．号厚生雀児竜家庭局長通知「児童虐待等に関する児蓮福

祉法の適切な運川について」）により明白であるが、同

意入所であっても、一時保護や一ll寺保護委託は必ずしも親
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権者の同意を必要としないことから、親に引き取らせるべ

きでないと判断される場合は、施設入所措置から一時保護

や一時保護委託に切り換えることも考えられてよいが、

殆どそのような措置が講じられていないのが実情である。

　（5＞措置解除後のフォローアップ

　虐待の再発防止を図るため、児童相談所としては措置

解除後も一・定期問フtローアップを行う必要があるが、

厚生省の実態調査によると、措置解除したケースの27．3

％について児童相談所によるフォローアップが全く行わ

れていなかった。前記高橋の研究では、強制引き取りに

より措置解除となったケースの3捌が施設に1’g：入所、し

かもその半数が複数回入所を繰り返しており、大人の思

惑で子どもが振り回されている実態が明らかになった。

　児童相談所としては、関係機関とも連携しながら一・定

の見遡しが立つまではフtローアップを行うとともに、

地域関係機関によるセイフティネ．ソトワーク（安全網）

を整備し、再発した際の早期発見・早期対応に備える必

要がある。

　なお、フti・ローアップ期間中に他の児童相談所管内に

転原｝した場合は速やかにケース移管を行う必要があるこ

とは言うまでもない。また、援助の過程において行方不

明となったケースについては、速やかにその所在を突き

止め援助を継続することができるよう全国の児童相談所

問の情報ネットワークのあり方についても検討すべきで

ある。

　4．制度上の問題点と課題、方向性

　以上、児：竜相談所におけるソーシャルワークの主な問

題点を述べたが、最後にこれらソーシャルワークを支え

る制度上の謀題と方向性について若干の考察を加える。

　（1）親に対するケアシステムの構築

　公的介入により親子分離を図った後も、児二童：相談所と

しては親子関係の再構築に向けた援助を継続していかな

ければならないが、元々親の側に専門機関の援助を受け

る動機づけが乏しい．ヒ、一旦強権的介人により対立関係

が生じてしまうと、児童相談所と親とのパートナーシッ

プの形成が極めて困難となってしまう。

　欧米では、裁判所が親権を一・・時的に停ILし、停止の解

除等を条件に親に対し相談援助機関での援助を受けるこ



とを命令する仕紐みを没けているところもある、、つま

り、強権的機能は「↓1法で、援助的機能はホll談援助機側で

といった機能分離がなされるとともに、援助を受けるこ

とについて権威による一定の強制力をもたせている。

　もとより1．児・置の権利に閲する条約」においても、親

の意思に反して親了・分離を図る場合の司法審査の必要性

についてi］及されているところであり、わが国において

も、虐待の」「実認定、緊急保護円［後審査を含む｝や施

設人所等の要否決定、援助を受けることに対する命令

咋、統一・的な‘〕1法ア続きを整備する必要がある。

　また、援助の技法についてもわが国では未だ試行錯誤

の段階にあると言わざるをえないn実践の集積を図り援

助技法を早急．に碓立’ξ’る必要がある．、

　（2）禁止規定への「虐待」の盛り込みと虐待の定義

　　　の明確化

　わが同では、1．自分のr・どもだから煮て食おうが焼い

て食おうが親の勝f’」といった「私物rltJわが子観」が根

強く存在し、これが虐待を容認し、通告を躊躇させる大

きな要因になっていると考えられる。このような意織を

変・ψし、r・どもの権利を明確化するためにも、法34条の

約ヒ規定にi虐待」を盛り込むべきである。

　・｜勺戊9年のり己市：干lx狩ll：法改上Eに先．、ン：ち、多くの1則係IJI体か

ら「34条に虐待を盛1）込むべき．1との意見が出されたが」ぷ

待の棚念が整別されていない等の理lhから見送られた経

緯があるtt少なくとも国民に通告を求めている以ヒ、通㍑

すべき行為や対象を明示することは当然のことと思われる。

　（3＞専門性の確保

　児蛍福祉司の梁務は他の行政事務とは質的に異なり、

11∬富な経験と高度な．1．引111性が求められるにもかかわら

ず、導門職をもって充てている白治体は‘卜数にも満たな

いtt中には新規採用職貝の洲練の・環として児竜福祉司

を経験させるところもあり、人命、人権を預かる職種と

しては驚くべきことである。

　方、ソーシャルワーカーの国家資格として［社会福．祉

1：iがあるが、現在のところ社会福祉士を任川資格に規定

した法律は皆無である。わが国の福祉制度はある意味で

欧米先進国にひけをとらないとばえるが、こと福祉人材に

関しては極度に立ち遅れていると「「わざるを得ない。

　そこで、まずソーシャルワーカーを医師や保健婦等と

1［t！Nd）児1“と母刊．

同じように児門職として確立し、児∫itt：福制：司は社会福祉

トをもって充てるとともに、給り・等の待週而においても

優遇措置を講ずるべきである△少なくとも、法ll条の2

（児敢福祉司の任1｝1資格）の5：ナ規定（「前．各号に準ず

る者1で「必要な学識経験を有する者」｝並びに3U’規

定（医師資格）を撤廃し（医師の職務とソーシャルワー

カーのそれとは根本的に異なる）、社会福祉士を任1｜1資

格に加えることが急務の課題と考える。

　なお、U∫門職採用とすることについては、人’1［の滞留

を懸念する意見も多いが、ソーシャルソーカーの活動領

域は児竜相1淡所のほか、福祉事務所、障自亭者更生相談所、

保健所、社会福祉施設、関係団体、本庁等広範であり・

　・定のサイクルでこれら福祉関係機関を異動させること

も考えられる（現にそのような人’lf・システムを採用して

いるところもある）、，

　また、これらの改IEについ’Clま地方分椎・脇1廠和σ）

流れにもとるのではないかといった批．lrilもあるであろう

が、人の生命、権利を守るために必要なものについては

規制緩和すべきではないと考える。規制緩和に拘泥する

余り］：どもの生命や権利を守れないとすれば、それは本

λミ転倒とi「わねばならない／、

　これらの制度整備と併せて、研修並びにスーバービジ

ョン体制の充実も不可欠である。特に、スーパーバイザ

ー
［’こつし・ては、　「貝ITi《］十lI淡「リf｝里’ドζ手旨針’」　によ　り）E‘†Cト冨↑［ヒ

司6人につき1人を設附することになっているが、者1～道

府県によ・っては：▲‘騨iどおりに設置していないところもあ

るヒ、）E－d’i’i：福祉に関する実務経験を有しない者が職制に

よりスーパーバイズを行っているところも見られる。IP

に職制によるのではなく、実質的にスーパーバィズを行

える職貝を養成、確保することは無論であるが、これに

より難い場合は外部からのスーパーバイザーの導人も検

討すべきである，ぽたぷ道府県の格差戊創1を図るととも

に全体のレベルアップを図るため、国にスーパーバイザ

ー
を配置し、順次派遣するといった方法も考えられてよ

いのではないか（児童疏祉法｛1司定直後、1珂際連合技術顧問

アリス・K・キャロル女史が，pa　li、大阪府や宮城県等にお

いてスーパービジョンを行ったという歴史的事実もある），、

　（4）相談支援体系の再構築

　’P成2年の福祉関係八法改⊥Eで、老人や身体附害者に

ついて施設サービスと在宅廿一ビスを住民に身近な市町
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村において一元的に実施すべく、施設入所措置等の事務

が都道府県から町村’に委譲されたが、児童福祉について

は専門性、効率性等の観点から委譲は見送られた。しか

し、住民の利便性及び地城に密着したきめ細かな支援体

制の必要性を考慮すると、児童福祉についても、少なく

とも保護者の側に相談の動機づけのあるケースは、今後

市町村で対応すべきものと考えられる。このようなケー

スでは、基本的に保護者が子どもの利益代弁考として行

動していると考えられ、介入性よりもサービス性に援助

の重点が置かれるからである。具体的には家庭児童相談

室の実施主体を市町村（都道府県の家庭児童相談室は廃

止し、町村に設置）とするとともに、家庭児童相談室の

機能充実を図る必要がある。また、相談援助業務の効率

性、機動性等を確保する観点から、同業務の民間委託も

検討されてよいであろう。

　そして、虐待や非行ケースのように、子どもの権利が

侵害されているか、侵害されるおそれがあり、かつ保護

者に相談の動機づけのないケース（つまり25条の要保護

児童ケース）は介入が必要であり、より高度で幅広い専

門性と組織的対応が求められることから、児童相談所が

重点的に対応することが考えられる。つまり、今後児童

相談所は自ら権利主張をなし得ない子どもの「権利擁護

センター」として位置づけるべきと考える。

　現行制度下では、児童相談所の間口はあまりにも広

く、その業務は多忙を極めている。行政サービスとして

の児童相談を市町村事務とすることにより、児童相談所

の業務のスリム化が図られ、より迅速かつ的確な権利擁

護活動の展開を期待したい。

　なお、平成9年の法改正により創設された「児童家庭

支援センター」についてはその位置づけが未だ不明確と

言わざるを得ないが、同センターは全国174カ所しかな

い児童相談所を蘭的・機能的に補完する機関として位置

づけ、児童相談所の委託に基づく指導を業務の柱とする

とともに、児童家庭支援センターをもってしても限界の

あるよりきめ細かな支援（毎日の訪問による見守り・助

言等）については主任児童委貝をその主な担い手に位置

づけるなど、児童相談所を中核とした地域相談支援体系

を再構築する必要がある。

（5）権利擁護システム

上述したように、今後児童相談所は子どもの「権利擁

護センター」として機能していくべきものと考えるが、

権利擁護には二重・三重のチェックシステムが必要とな

る。今般の児童福祉法改正により、知事（児童相談所長）

が施設入所等の措tFXを採るに当たって、当該措蹴方針と

児童又は保護者の意向が異なる場合等において都道府県

児堂福祉審議会への意見聴取が義務づけられたのは、幅

広い専門分野から児童相談所をバックアップするととも

に、児：童相談所の処遇決定に対する客観化・透明化を図

るためである。

　しかし、これは児童相談所が施設入所等の措置、つま

り行政処分をとるに当たってのことであり、そもそも通

告や相談があっても行政処分に至らなかったケースは対

象にはならない。現行の行政不服審査法でも不服申立の

対象は行政庁の採った処分となっている。従って、不作

為を含む行政機関の対応への不服を総合的・・一元的に調

整できる仕組みについて検剖’する必要があると思われる。

　5．おわりに

　　「児童の権利に関する条約」では子どもの岐善の利益

の保障がうたわれ、また、中央社会福祉審議会から出さ

れた社会福祉基礎構造改革に関する提言でも、個人が人

としての尊厳をもって、家庭や地域の中でその人らしい

自立した生活が送れるよう支援することが理念として掲

げられている。

　このように子どもの権利、人問としての尊厳が叫ばれ

る裏で、最大の権利侵害とも言うべき子ども虐待が増加

の一途を辿っており、現行制度もまた被害に遭った子ど

もたちの救済・保護において充分機能しえていないこと

もまた現実である。

　最近、子ども虐待がマスコミでも再三取り上げられる

ようになり、国民的関心も高まりつつある。また、国会

においても子ども虐待問題が取り上げられ、政府を挙げ

た取り組みも始まろうとしている。今こそ制度の抜本的

充実に向けた帽広い畿論が望まれる所以である。

　子ども虐待問題は裾野の広い問題であり、総合的な施

策が必要であるが、本稿では、児童相談所におけるソー

シャルワークに焦点を絞ってその現状や制度的課題等に

ついて述べた。議論を進めるたたき台となれば幸いである。
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◎＠㊧⑦⑲㊧⑳

児童相言炎所の立場から

特 集

子ども虐待と心のケア

　　　　　　　　　　　　　　ひ　ぐち　み　　さ　　こ

綴雛藷相蕊㌶昇願樋口美佐子

　はじめに

　’［．川克9年度に全国の児巾：〕11談所で5．570件の児竜

虐待の相談を受刊1している（厚生省の調査）が、そ

の2イ揃の「城7W三度に2．061f’i・の被虐待｝巳1こ1胴．

る報告をまとめている（全国児恒相談ゆ「艮会）こと

からみれば、わずか3年問で2．7倍もかかわった件

数が増えたことになる。これは現場で携わっている

者としても1’分にうなずける、百い実感である、

　児rl［相談所は児並虐待の相談を受けると、緊急受

川会議を聞いて調沓、危機介人・分離の必茨性等に

ついて検討し、速やかにそれぞれの役割分担をして

取り組む。前述の調査結果では、1，647件が’時保

護等されているが、結論としての被虐待児の援助万

法は施設人所措｛『1：1，166ff｛：、；μ親等委託32件、面接

指導3．622件、その他532件とある。このiliには、V：ち

人り訓査をしたり　（児～iτ福祉法第29条）、親の同意

を取る前に・llJ保護を強行したり、あるいは施設入

所措置の汀i］rを家庭裁判所に川し、Zてた場合も（何

法第28条）含まれているv

　受理された虐待相談について7年度の報告‘1｝：を見

ると、虐待の種．類別では身体的虐待48．9％、イく適切

な保護ないし拒否40．4％、心川的虐待5．9（聚、、性的

虐待4．9％である、ただし心理的虐待は、他の1モた

る1屯類にイ．’j．加されているのを加えるとくY4に占v）る

汕合は18％と増加する、，虐待児の年齢は、0－5歳

が41．5％、6－－ll歳が36．4％で、低年齢児が8割弱

を占める．そして虐待の要因になると思われる∫・ど

もの状況をみると、身体rlり虐待では「問題行動あ

り」、不適切な保滋ないし拒否では「梢神発達の遅

れや障宵」、心理的虐待では「望まれずに川生」と

いう’∬項が若「関連していると見られる程度で、被

虐待児の側にもともとの要因が必ずしもあるとはい

えない、とある、，このように虐待を受けているr・ど

もは多かれ少なかれ心の傷を負っていると見なさ

れ、私ども心理的ケアを担当する職員は、まず彼ら

の痛τを　・緒に受け1ヒめることに努めている、．．私の

体験を通じてこうした．1’・どもたちの心の問題を述べ

て見たいt．，

　虐待された子どもの心の問題

　虐待の相談で親からの分離が必要と判断され、仇ミ

護所や施設に人所してきたf・どもは、まず’様にう

つむいたまま無表情な顔で怯え、じっとして周州を

うかがっているという感じである．、小さい幼児はも

とより高学齢児でも親から離れて家を川るというこ

とは、親に見捨てられてもう会えなくなるのではな

いかという不安が・杯で大変なことであり、無川に

1¢意の大人に説得されて連れてこられることが多

い、、全体的には幼児のほうが生活の場に早く・1．t’［iLて

いくようにみえるが、　・人ひとりの思いで自分の置

かれた場所が安・全なところか、安心していてよい場

所なのかをじっと観察をし、あるいは試し行動をし
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て周囲の反応をみながら徐々に緊張感を解いてい

く。わずかな期間の他人との関係で自分を護っても

らえるところかどうかを敏感に察知する過敏さを、

関係する大人たちがしっかりと受け止めて保誰して

いくことが何よりも重要なことである。

　新しいところに来て食事の際に食べる量が過度に

多いのが日立つのは、被∫苫待児の症状として以前か

ら指摘されていることだが、なかには人浴を極度に

嫌がる子がいてハっとさせられ胸が痛くなることも

ある。

　大人との関係で、急にどの人にもベタベタと寄っ

て目’えたり、お喋りをして接触を求めようとする子

どもが多いが、なかには周囲をはばからずに過去に

受けた性的姪i待のことを喋って相手の関心をひこう

とする女児もいる。こんな1時は早く個別の心理的か

かわりを持つようにしている。また子ども集団の中

で、言葉で表現しないで直ぐに殴ったり、蹴っ飛ば

したりと乱暴な行動をするのは男児ばかりでなく女

児にもEI立つが、落ち蒲きがなく、一一つのことにじ

っくり取り組めないという行動を併せ持っている場

合が多い。そのような児竜は自分より年長の力の強

い者へは近寄らないで、年下の弱々しそうな子ども

に泌力を向けていることが分かる。その場面に居合

わせると、つい攻撃行動を非難してしまいたくな

り、巻き込まれて体罰をするといったトラブルを起

こしやすいが、子どもの心理状態を諸語化するなど

日常的に忍耐強いかかわりの中で、こうした歪んだ

行動の修正を図っていかなければならないと思って

いる。もちろん無表情に周りを眺め、かたくなに黙

って自分の殻に閉じこもっているr・も少なくない。

このような子への接し方、タイミングの取り方等に

苦慮するが、大人との関係、ことに情緒的なかかわ

りの中での不信感や裏切られ体験を身をもって示し

ている姿だと思うと、固まった身体を抱きしめて揺

さぶりたい衝動を覚えるほどである。
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　また虐待された児童には感情のコントロールが弱

く快・不快の表現の仕方が過剰で、直ぐに興奮して

行動化したり、パニックを生じるようなところが目

につくし、あるいは突然感情が反転するので周囲の

人から好意的に受け取られない場合がある。不自然

で急激な変化は、周囲の人を驚かせ、振り回すこと

になり、その理由を理解されることがないままに異

様な子と思われてしまうことも間々ある。

　さらに自己t，11心的な偏った思考も特徴として挙げ

られるが、その典型は、自分が悪い人聞だからだ、

という思い込みが思考のIP心にあり、何事をも自分

との関係で認識するところにあるように思われる。

日常的に否定された自分へのイメージは、逆に虐待

した大人（大体は保護者）への幻想的と言えるほど

の理想化となって、その愛情を求めているのにしば

しば気づかされる。母親に首を絞められた過去を口

にして身を震わせた中学生が、1ヨ親に居所を知らせ

連絡の来るのを毎日待ち望んでいる姿に、私は改め

て第三者が保護者のことを非難して否定してはなら

ないと悟らされた。本当の母親は優しい人で、自分

のことを解ってくれる人だと言う。ただ彼らは現実

の親の言動には重大な疑問を感じておりそれに関連

した不安を抱いているから、ちょっとしたことにも

情動が揺れて、情緒不安定にならざるをえないので

はないだろうか。

　心のケアに関して

　下校後道草を食って夜になるまで帰宅しない小学

3年男児の事例を簡単に紹介する。母親からの梢談

だったが、家族構成は養父・母・異父妹との四人家

族であった。薄汚れた洋服を着ていつも暗い表情で

あることや、妹を構うときにははしゃいでしつこか

ったり、相談所のサマーキャンプだけは見違えるよ

うな生き生きとした笑顔を見せることなどから、虐

待を念頭に置きながらしばらく母子・家族関係を見



ることにした。定期的な通所を通して親から心理的

虐待を受けていることがうかがわれたので、児爪養

護施設の人所を勧めた。親から人所の同意を得るま

でに何同か説得を屯ねた。人所前にA施設と処遇に

ついての打ち合わせを・1’分に行い、人所後は毎月1

川当相談所に担当者と通所してもらうことにした。

この」［例では生活の場が心のケアを実際的に行い、

相談所は経過観察と施設の担’η者を側而11勺にサポー

トする役割を担った、，本児は他児と付き合うときに

品物を差し出し、あるいはN’1　T：から物をもらうとい

う歪んだ関係づくりの術が身についてしまっていた

ため、集団の中での刊然な対人関係作りにポイント

を情き、施設の担当者と緊密に連絡を取り合った．t

最初のころ、児は案じたように無埋矢理に他人にプ

レゼントを要求することがあったので、問題が起こ

る都度施設を訪問して問題解決を図った．、人所後、

児が相談所へ通所の際は、今までと違ってむしろ興

布気味と思われるほど解放感あふれた遊びノ∫をして

いたが、次第に落ちつき学校の勉強や友達の話を、

私と向き合って着席して語られるようになった，，

　一方児の入所後も、母親にり1き続き毎月　’Pllの来

所を求め相談所での指導を続け、小学校を卒業する

直前には家族全員と話し合う場・を設けて、家庭に戻

る話がまとまった。その後は養父との関係も改善さ

れ、j二どもも成長して安心した生活を送っている／．t

　私たち相談所の心理職は、児童福祉施設人1珂中の

f・どもたちの心理n勺ケアを必要に応じて行うように

しているが（厚生省の通達にもあるとおり）、紹介

したrl．1例のように最近では施設人所前からかかわ

り、人所後も引き続いてかかわっている事例が急増

しているv東京都の場合は、’1’：成元年度、6年度、

9年度と施設に人所中に陀i参断（心理的あるいは医

学的）を行った児恒：についての調査を実施したu児

■！養漫施1没に人っている了・どもでは、6年度が元年

度の約2倍数に対して、9イド度のllg診断数は7年度か

lll・界び）児i’rTとけヤ1

らの3年間で同倍の増加であり、全措置児噺の15．6

％になる、，そのうち約半数に何らかの被虐待体験が

認められた状況であり、彼らの心のケア、自立に向

けた援助等はますます必要だと考えている◇

　今後の課題

　東京都では児［『［相談所が虐待の相談を受理して処

遇に困難が伴う場合、地域の関係機関や弁滋1：・医

師等が参加する『児償虐待ケース援助作業委員会』

で具体的な調査、危機介人の援助活動も行ってい

る。また地域でのネットワーク作りを行う1，MtJで毎

年区1師II’付段1；kl？で関係諸Ll’1体に働きかけ、『虐待防

IE連絡会議』を開催し、虐待防止の啓発と］二防、実

際に1董例が挙がったときに迅速な対応が取り合える

ように意思確認の場も設けている。妓近は閲係機関

の逃携の意識が広く浸透していると実感する。しか

し、連携のあり方、各機閲の役割等についてはまだ

1’分なものになっていない、，今後個々の’SF，例での実

績を積みヒげて、より有機n勺なネットワークを構築

していかなければならない、

　もう一つは、虐待を受けたr・どもがそのまま家庭

にいる場合あるいは人所していた施設等から家庭に

戻って生活する場合等、関係機関が連携して子ども

の安令を点検したり、可能な範囲で家族の生活にか

かわっていくように心掛けているが、虐待する親へ

の接近が円滑にできなかったり、相談を拒んだりす

る場合、養育者側（加害者）への対応策が遅れてし

まう問題がある、、∫一どもの気持ちや能力を無視して

生真面LIに“1派に育てようと頑張りすぎる親、自身

に梢神的弱さや歪みがあってもそれが日覚できず∫・

どもをはけllにしている親等、さまざまな加書のメ

カニズムがまだ体系立てて捉えられていない状況と

言える，，もちろん、児樹札淡所のみで解明できるこ

とではなく、先駆的な実績のある民闘機関の協力も

得てのシステム作りが必要であろう、
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⑮＠㊧⑦⑩㊨⑳

虐待を受けた子どもへのケア
　　二‘

子ども虐待と心のケァ

一
児童養護施設の取り組み

　　　　　　　そば　がき　かず　　や

三撒施糠側垣一也

　1．はじめに

　ここ数年来、．子どもへの虐待の件数は増加の’途

であり、1997年度の厚生省統言1’では5，352件という

数が報告されているが、この数字は実際に表に現れ

たものであるために、実際の数字はもっと深刻なも

のであると考えている。マスコミに報道されるよう

なケースによって川〕されている「子どもの虐待」

であるが、「おとなの子どもへの不適切な関わり」

（Chi［d　mallreatmenl）という視，1なから見るともっと

多くのケースが報告されても不思議ではないし、特

に、ネグレクトに関しては、今後ますます増加して

くるのではないだろうか？

　いま、全国の児童養護施設にも虐待を受けた］’・ど

もたちが多く人所してくる。厚生省統計では人所児

の28．7％（1997年度）といわれているが、施設側の

調査では52％（1996年度東京者防1：協児童部会調査研

究部調査）という数字もある、、実際に入所している

子どもたちのケースをあらためて見直してみると、

もっと大きな数字になるともいわれているのが現状

である。そういった状況の中で、児童養護施設では

さまざまな取り組みが行われているが、機会を与え

ていただいたので、私どもの三光塾の取り組みの現

状と課題を普きたい。

　2．三光塾の現状

．三光塾は、定貝40名の小さな児童養元獲施設である。

人｜．：40万人の西宮ll∫にあり、周辺6市llll∫の阪WI地

域で見ると約170万人の人日を抱える地域にある。

都市部にある施設として例に漏れず約10年ほど前か

ら「虐待」ケースの子どもたちを受け入れるように

なってきた。特にここ数年、新たに入所する子ども

たちのほとんどがJltt待ケースといっても過言ではな

い。現在、三光塾でt・k活している一r・どもたちの約30

％が虐待を理巾にした人所であるが、試しに前記の

東京都社協児童部会調企の基準で調べll‘」：してみたと

ころ約60％の子どもが虐待のケースに該当した。そ

のような、虐待によるさまざまな課題を抱えたi’ど

もたちに対して適切な援助を行うことができている

かというと、他の児童養護施設と同じように多くの

悩みと課題を抱えている。

　私どもが、新たに受け人れる子・どもたちを「虐待

を受けたケース」として認識し、その対応を積極的

に考えるようになったのは実はここ10年くらいのこ

とである。私自身の経験としては、20数年前に性虐

待の少女に関わったのが最初であるが、その頃は、

まだレアケースとしての扱いであったし、特別にそ

の子どもへの対応を考えるという訳ではなかった。

少人数の家庭的な雰囲気の中で落ち着いた生活をす

ることが援助の基本であったし、どの子どもも施設

人所まで不安定な家庭生活を経験してきたというこ

とから考えると当然である。

　ところが、ある時、家庭内で母親からひどい身体
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